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　ハウスの中に入ると、完熟いちごの香り、思わず笑顔になる甘い香りが広がります。
　京都市北区西賀茂でいちご農園を営む高橋大貴さんを訪ねました。 
　高橋さんの実家は京野菜農家で、また、大学時代に農業の六次産業化について研究されていたこともあり、農業
を軸にした新たな事業の可能性を模索してきました。その中でいちごに決めたのは、誰もが好きなもので、多くの人
に喜ばれるものを作りたいと思ったからだそうです。２０２０年３月に京都の大学を卒業後、いちごの本場・栃木県
の農業法人に就職し、栽培だけでなく加工や飲食事業にも携わりました。将来「六次産業化した農業経営をしたい」
という思いから、現場で幅広い経験を積まれたそうです。３年半働いた後、京都へ戻り、独立に向けた準備を本格化。
補助金申請や融資、ハウス建設、ブランディングなどを一つひとつ進め、２０２５年の開園にこぎつけました。特に
苦労されたのが資金面で、経営計画を作成し、認定新規就農者として公的な制度資
金や市の補助事業を活用し、施設整備を進められました。
　現在は約６‚８００株を栽培し、ハウス併設の直売所と自身が経営するカフェで販売。
完熟で提供することにこだわり、あえて通販は行っていません。いちごの品種にもこ
だわられていて、高橋さんが実際に食べ比べて個人的に美味しいと思った品種である
「紅ほっぺ・よつぼし・すず」の３種類を栽培されています。
　農業を事業として経営することを目指して地域に戻り、近隣の大学生アルバイトを雇用して、新たな経営に挑戦す
る高橋さん。今後の益々のご活躍を期待しております。

　（取材委員　久保、今井、藤田、樹下、阪本）

＊がんばっている農業者（北区西賀茂　高橋大貴さん）
＊農業委員会掲示板（農地の適正管理、農業者年金）
＊農業委員会掲示板（令和７年賃借料情報）
＊農業委員会掲示板（令和８年度総会日程、農作業中の安全対策）
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　「農地の草が伸び放題で害虫が発生している。」
　「農地から伸びた枝が道路の通行の妨げになっている。」等の
苦情が農業委員会にたびたび寄せられています。
　農地所有者に管理状況を伺った一例ですが、
　「初夏に１回草刈していますけど…。」   と返答いただいたことがあります。
　みなさんは、このやりとりを聞いてどう感じられましたか？
　夏から秋にかけては、ひと雨もらう度にぐんぐんと雑草は伸びてしまいます。
　農地法第２条の２においては「農地について所有権又は貸借権その他の使用及び収益を目的と
する権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければ
ならない。」と農地の権利を有する者の責務規定が定められています。
　所有権等を有する方は、草刈時期や頻度にもご配慮いただき、農地の適正な管理をお願いします。

農地適正管理のお願い

農業者年金は「税制優遇措置」が
充実しています！

〇 支払った保険料の全額が「社会保険料控除」の対象！

〇 年金資金の運用益が非課税！
　
〇 死亡一時金が非課税！

〇 将来受け取る年金が「公的年金等控除」の対象！

「社会保険料控除」は経営主だけでなく、
農業者年金加入のご家族の分すべてが対象です。
税制面の他にも、農業者にとってメリットが多い年金です。農業者年金に加入しましょう！

※ 京都市農業委員会事務局では、将来
受け取る年金額を様々なパターンで
試算できます。

　 ご興味のある方はお気軽にお問合せ
ください。

動画でわかる農業者年金
「農業者年金加入のすすめ」
（農業者年金基金の動画）

のうねんくん
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農地の賃借料情報の提供について
　農業委員会では、農地法の規定に基づき、農地の賃貸借の目安となるように、毎年、１０アール
当たりの賃借料について、地域の実勢をお知らせしています。今回お知らせする情報は、令和７年
１月から１２月までに賃貸借された農地の賃借料の統計です。
　なお、この「賃借料情報」は実勢の集計値であり、法的拘束力はなく、賃借料決定の参考として
提供するものですので、実際に賃借料を決定する際には貸し手と借り手で十分に協議して決定して
ください。

（金額は１０ａ当たり / 年）

地域区分
利　用　目　的 使用貸借（無償）

の割合 及び 
使用貸借を
含んだ平均

田
（水稲作）

畑
（野菜・果樹等） 筍

市街化区域

平均額 ¥26,800 実勢値なし －
44.0%

田：¥17,800
畑：¥ 6,500

最低額～最高額 ¥10,000～
¥41,700 実勢値なし －

筆数 8筆 実勢値なし －

市街化調整区域
及　び

都市計画区域外
（京北地域除く）

中山間
地域除く

平均額 ¥11,300 ¥24,900 ¥5,000
36.7%

田：¥  9,000
畑：¥25,500
筍：¥  1,700

最低額～最高額 ¥3,700～
¥19,400

¥12,500～
¥58,600

¥4,900～
¥5,000

筆数 31筆 64筆 6筆

中山間
地域＊

平均額 ¥2,900 実勢値なし －
27.9%

田：¥3,400
畑：¥1,300

最低額～最高額 ¥2,500～
¥6,000 実勢値なし －

筆数 26筆 実勢値なし －

京 北 地 域

平均額 － － －

100.0%最低額～最高額 － － －

筆数 － － －

＊中山間地域 （下線のある地区は、全部又は一部が都市計画区域外）

行 政 区 名 地          区

北　　　区 大宮の一部（氷室） ・ 小野郷 ・ 中川 ・ 雲ヶ畑

左　京　区 大原の一部（百井） ・ 花脊 ・ 広河原 ・ 久多

右　京　区 嵯 峨 北 部

西　京　区 大原野の一部（小塩 ・ 石作 ・ 外畑 ・ 出灰）

伏　見　区 醍醐の一部（陀羅谷）

・平均に比べて著しく高額あるいは低額の賃借料の情報は、特殊な取り引きに係るデータとして集計から除いてい
ます。 また、筆数が４筆以下の場合も除いています（除いた結果、算出ができなかった場合は「実勢値なし」と
表示しています）。

・「使用貸借（無償）の割合及び使用貸借を含んだ平均」の項目では、すべての筆を対象に計算しています。



この印刷物が
不要になれば

「雑がみ」として
古紙回収等へ !

農地のことは

  農業委員会へ
!

京都市農業委員会　　令和８年春号

本庁窓口／所在地：京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 京都市役所本庁舎地下１階
TEL：075（222）4050、FAX：075（212）9084
京北窓口／所在地：京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎１階
TEL：075（852）1825、FAX：075（852）1827
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【ホームページアドレス】
  https://www.city.kyoto.lg.jp/menu2/category/32-11-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

令和８年度の総会日程等のお知らせ

農作業中の事故に気をつけましょう！

令和９年３月までの申請書の受付締切日及び総会審議日は、以下のとおりです。
農地法第３条、４条、５条の許可申請や、相続税・贈与税の納税猶予適格者証明の
申請手続き等をされる場合は、受付締切日、総会審議日にご留意願います。

総会審議日 申請書の受付締切日
令和８年 ４月１４日（火） 令和８年 ３月１６日（月）
令和８年 ５月１３日（水） 令和８年 ４月１５日（水）
令和８年 ６月 ９日（火） 令和８年 ５月１５日（金）
令和８年 ７月１４日（火） 令和８年 ６月１５日（月）
令和８年 ８月１２日（水） 令和８年 ７月１５日（水）
令和８年 ９月 ８日（火） 令和８年 ８月１７日（月）
令和８年１０月１４日（水） 令和８年 ９月１５日（火）
令和８年１１月１０日（火） 令和８年１０月１５日（木）
令和８年１２月 ８日（火） 令和８年１１月１６日（月）
令和９年 １月１３日（水） 令和８年１２月１５日（火）
令和９年 ２月 ９日（火） 令和９年 １月１５日（金）
令和９年 ３月 ９日（火） 令和９年 ２月１５日（月）

　農作業中の事故は軽傷・重傷にかかわらず依然として後を絶ちません。事故の多くは慣れから
くる油断や疲労による注意力の低下などが原因です。機械を使用する際は、ゆとりを持って安全
な農作業を心がけましょう。

＜農作業安全対策例＞
○ほ場の出入りや段差に十分注意して、転落・転倒による事故を防ぎましょう。 
○安全キャブ・フレームのあるトラクターを使用し、シートベルト・ヘルメットの着用を徹底しましょう。
○トラクターやコンバインなどの運転では、運転席から見えない死角が多く存在
　するため、進行方向の安全を十分に確認しましょう。特に後進時は注意しましょう。
○農業用機械の点検は、必ずエンジンを停止し、キーを抜いてから行いましょう。
○刈払機を使用する際は、刈刃、飛散物防護カバー、肩掛けバンドやハンドルを
　正しく装着しましょう。また、保護メガネや安全靴などの保護具も装着しましょう。




